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Ⅰ．高速道路株式会社法第１０条に基づく事業計画について

事業計画については、高速道路株式会社法（以下「会社法」という。）第１０条に基づき、

高速道路株式会社が、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大

臣の認可を受けることとなっている。

なお、事業計画を申請するにあたり、会社法施行規則第１１条第１項で規定されていると

おり、資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出することとなっているため、

事業計画以外にも当該事業年度の資金計画書及び収支予算書も添付する。 

令和６事業年度の事業計画等については、事業全体としては総額約２，６６８億円の事業

費、うち高速道路事業に係る総額は約２，５２１億円の事業費を予定している。資金計画に

ついては、自主調達（社債、民間借入金）等により合計約１，６４６億円の資金を調達する

予定である。収支予算については、当期純利益は発生しない見込みである。

なお、事業の実施に当たっては、新たな知見を踏まえた高速道路の効率的な維持管理を図

るとともに、高速道路の維持管理のあり方や将来像、高速道路を持続的に利用する枠組み等

の議論を踏まえ、実現可能な取組から順次適切に実施するなど、独立行政法人日本高速道路

保有・債務返済機構（以下、「機構」という。）の中期計画を踏まえ、国及び機構と連携する

ものとする。



Ⅱ．事業計画

１．高速道路事業に係る事業計画

令和６事業年度における高速道路事業については、高速道路の新設、改築及び維持、修繕、

災害復旧その他の管理で構成される。

高速道路の新設、改築については、首都圏のネットワークを形成する一般国道１７号（新

大宮上尾道路（与野～上尾南））等を実施するため、約９９億円の事業費（一般管理費、建

設中利息を除くと約９０億円）を予定している。また、東品川桟橋・鮫洲埋立部等の大規模

更新を実施するため、約５５０億円の事業費（一般管理費、建設中利息を除くと約５０８億

円）を予定している。

高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理については、適正かつ効率的な維持管理や

道路施設について中長期的に管理するために必要な修繕を実施するため、約１，３１１億円

の事業費を予定している。また、長期にわたる安全性を確保するために必要な大規模更新及

び大規模修繕を実施するため、約５６２億円の事業費を予定している。

なお、他の高速道路株式会社の事業範囲における高速道路の新設、改築及び維持、修繕、

災害復旧等に関する事業は、本事業年度において事業実施予定はない。

以上の内容をまとめると、高速道路事業に係る令和６事業年度の事業計画は下記のとお

りである。

（単位：億円）

注）端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。

※令和６事業年度期首時点

事業区分 事業の概要（実施の方法・事業量） 所要資金の額

高速道路の新設、改築 一般国道１７号（新大宮上尾道路（与野～
上尾南））など計２路線１０．４ｋｍ（※）
の新設、都道首都高速３号線（池尻・三軒
茶屋出入口付近付加車線増設）などの改築

９９

都道首都高速１号線（東品川桟橋・鮫洲埋
立部）１．９ｋｍ等の大規模更新

５５０

高速道路の維持、修繕、災害復旧その他

の管理

都道首都高速１号線など計３６路線３２
７．２ｋｍ（※）の維持、修繕、災害復旧
その他の管理

１，３１１

都道首都高速３号線（池尻・三軒茶屋出入
口付近）１．５ｋｍ等の大規模更新
都道首都高速１号線など計２３路線
７６．５ｋｍの大規模修繕

５６２

高速道路株式会社法第五条第２項に規
定された以外の高速道路における新
設、改築

―

高速道路株式会社法第五条第２項に規
定された以外の高速道路における維
持、修繕、災害復旧等

―

合計Ａ（高速道路事業）
２，５２１



２．高速道路事業以外の事業に係る事業計画

令和６事業年度における高速道路事業以外の事業については、高速道路の休憩所等の建

設・管理、国、地方公共団体等の委託に基づき行う道路の新設、改築、維持、修繕等及びそ

の他の事業で構成される。

高速道路の休憩所等の建設・管理については、高速道路をご利用するお客様への適正なサ

ービスを目的とした既存パーキングエリア等の管理等を実施するため、約０．４億円の事業

費を予定している。

国、地方公共団体等の委託に基づき行う道路の新設、改築、維持、修繕等については、高

速道路事業に関連する他の道路事業の委託事業を着実に実施するため、約１１８億円の受託

事業費を予定している。

その他の事業については、駐車場及び高架下施設事業等を展開するために約２８億円の事

業費を予定している。

以上の内容をまとめると、高速道路事業以外の事業に係る令和６事業年度の事業計画は下

記のとおりである。

（単位：億円）

注）端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。

※１ この中には、会社法第５条第５項に基づく、国、地方公共団体、地方道路公社以外の事業者の委託に基づき行う高

速道路事業に関連する事業（所要資金５．７億円）を含む。

※２ この中には、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第 10条第１項に基づく海外道路調査等

事業等（所要資金１．６億円）を含む。

事業区分 事業の概要（実施の方法・事業量） 所要資金の額

高速道路の休憩所等の建設・管理 埼玉県道高速足立三郷線八潮パーキング
エリア（上り線）など計２箇所のパーキン
グエリアの管理等

０．４

国、地方公共団体等の委託に基づき行う
道路の新設、改築、維持、修繕等（※１）

「一般国道 17 号新大宮上尾道路（与野～
上尾南）建設事業の施行に関する用地細目
協定書」に基づく受託工事ほか １１８

高速道路株式会社法第五条第２項に規
定された以外の高速道路の休憩所、給油
所等の建設・管理

―

その他の事業（※２） 汐留駐車場など駐車場事業５箇所、都道首
都高速２号線高架下施設事業４箇所等 ２８

合計Ｂ（高速道路事業以外） １４６

合計（Ａ＋Ｂ）（全事業） ２，６６８



■資金計画書

令和６事業年度の資金計画書は下記のとおりである。 (単位：億円)

高速道路事業以外

収入の部

　(営業的収入)

高速道路事業営業収入 3,014 3,014

関連事業営業収入 143 143

ＳＡ・ＰＡ事業収入 1 1

その他の事業収入 25 25

受託事業収入 118 118

営業外収入

　(資本的収入)

社債・借入金 1,646 1,646 (1,596) 

機構からの無利子借入金 0 0 (0) 

960 960 (960) 

686 686 (636) 

前期繰越金 957 891 (474) 66

5,760 5,551 2,070 209

支出の部

　(営業的支出)

高速道路管理費 854 854

道路維持費 461 461

道路業務管理費 245 245

一般管理費 148 148

道路資産賃借料 2,071 2,071

関連事業管理費 136 136

ＳＡ・ＰＡ事業管理費 0 0

その他の事業管理費 18 18

受託事業営業費 118 118

　(資本的支出)

高速道路新設・改築費 99 99 (97) 

新設・改築費 90 90 (88) 

一般管理費 8 8 (7) 

支払利息等 2 2 (2) 
高速道路特定更新等工事費（改築） 550 550 (550) 

新設・改築費 508 508 (508) 

一般管理費 33 33 (33) 

支払利息等 9 9 (9) 

高速道路修繕費 457 457 (389) 

修繕費 426 426 (360) 

一般管理費 24 24 (22) 

支払利息等 6 6 (6) 
高速道路特定更新等工事費（修繕） 562 562 (562) 

修繕費 522 522 (522) 

一般管理費 31 31 (31) 

支払利息等 9 9 (9) 

関連事業建設費 10 10

ＳＡ・ＰＡ事業建設費 0 0

その他の事業建設費 10 10

社債等償還金 50 50 -

次期繰越金 972 909 (472) 63

5,760 5,551 (2,070) 209

※ 端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。
※ 高速道路事業欄の（　）書きは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属する道路資産
　 の形成に係る資金計画であり、令和５年度未執行分（見込）を加味したものである。
※ 高速道路管理費、高速道路修繕費には、高速道路事業の利益剰余金を活用した、安全対策やサービス
　 高度化に資する事業に伴う支出（３億円）を含む。

合　　　計

高速道路事業

合　　　計

社債

科　　　　目 合計

民間借入金



■収支予算書

令和６事業年度の収支予算書は下記のとおりである。

合計 高速道路事業 高速道路事業以外

Ⅰ．高速道路事業営業損益

１．営業収益 4,577 4,577
（１）料金収入 2,740 2,740
（２）その他収入 1,836 1,836
          ・道路資産完成高・道路資産完成高 1,836 1,836

２．営業費用 4,577 4,577
（１）道路資産賃借料 1,889 1,889
（２）道路資産完成原価 1,838 1,838
（３）管理費用 850 850
・維持修繕費 418 418
・管理業務費 223 223
・一般管理費 116 116
・租税公課 14 14
・減価償却費 79 79

　　高速道路事業営業利益 0 0

Ⅱ．関連事業営業損益

１．営業収益 142 142
（１）ＳＡ・ＰＡ事業収入 1 1
（２）その他の事業収入 23 23
（３）受託事業収入 118 118

２．営業費用 139 139
（１）ＳＡ・ＰＡ事業費 0 0
（２）その他の事業費 20 20
（３）受託事業費 118 118

　　関連事業営業利益 3 3

　　全事業営業利益 3 0 3

Ⅲ．営業外収益 - - -

Ⅳ．営業外費用 2 2 -

　　経常利益 1 ▲ 2 3

Ⅴ．特別利益 - - -

Ⅵ．特別損失 - - -

税引前当期純利益 1 ▲ 2 3
法人税、住民税及び事業税 1 - 1
法人税等調整額 - - -

当期純利益 0 ▲ 2 2

(単位：億円)

金額
科　　　　目

※端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。
※本様式は、高速道路株式会社法第14条第１項及び第２項の規定に基づき国土交通大臣により定
  められた「高速道路事業等会計規則」第６条の別表第二第２号様式に示される「損益計算書」
　と異なる。また、第６条の別表第一に示される勘定科目の項目区分とも一致していない。
※高速道路事業営業利益には、高速道路事業の利益剰余金を活用した、安全対策やサービス高度
　化に資する事業に伴う損失（▲2億円）を含む。

5


